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おしらせ

申告期間中の市民税・県民税
の申告相談は予約制です

　市民税・県民税の申告相談は、窓
口の混雑緩和のため、事前に電話で
の予約（先着順）が必要になります。
　相談希望日の４開庁日前まで
に、連絡してください（申告期間
は２月16日㈪～３月16日㈪各日
９：00～16：00）。

市 民 税 課（(621-5063～
5065　 621-5456）

給与支払報告書の提出を
忘れずに

　事業主は、パート・アルバイト・
中途退職者・非常勤職員・役員な
どを含む全ての従業員の給与支払
報告書を２月２日㈪までに、従業
員の１月１日現在の住所地の市区
町村に提出する必要があります。
　給与支払報告書は給与所得者に
とって市・県民税の申告に代わる
重要な資料となりますので期限ま
でに必ず提出してください。
　なお、令和７年度税制改正によ
り、令和８年度給与支払報告書の様
式が変更されています。古い様式で
提出された場合、税額が正しく計算
されない恐れがありますので必ず
新しい様式で提出してください。

市 民 税 課（(621-5063～
5065　 621-5456）

令和９年１月から給与支払報
告書の提出義務基準引き下げ

　令和６年度税制改正により、

令和９年（2027年）１月１日以
後の提出については、電子申告

（eLTAX）などによる提出義務基
準が「30枚以上」（現行：100枚以
上）に引き下げられています。
　令和７年に提出すべき「給与所得
の源泉徴収票」の枚数が30枚以上
の場合、令和９年度の給与支払報告
書（※）は電子申告（eLTAX）または
光ディスクなどでの提出が必要で
す。※令和９年１月１日以後は、給
与支払報告書と給与所得の源泉徴
収票の提出が一元化されます。

市 民 税 課（(621-5063～
5065　 621-5456）

償却資産の申告を忘れずに

　市内に償却資産を持っている個
人や法人は、２月２日㈪までに必
ず申告してください。申告が必要
な償却資産は土地・家屋以外の事
業用の有形固定資産です。

資産税課（(621-5074
623-8115）

特別弔慰金の請求は
お済みですか

　戦没者などの遺族に支
給される第12回特別弔
慰金の請求を受け付けて
います。

［支給内容］額面275,000円、５年
償還の記名国債

令和10年３月31日まで 市役
所南館２階健康福祉政策課（32番
窓口） 戦没者の死亡当時の三親
等内の遺族で、令和７年４月１日

（基準日）において、公的扶助料や
遺族年金などを受ける人（戦没者
の配偶者や父母など）がいない場
合に、先順位の遺族１人に支給さ
れます。
　詳しくは、市HPをご確認くださ

い。
健康福祉政策課（(621-5562
655-6560）

消防の年末特別警戒を実施

　年末は空気が乾燥し、火災が発
生すれば、延焼や人命への危険が
高まることが予想されます。火災
への警戒体制を強化するため、年
末特別警戒を実施しています。
　住宅や事業所などの火災予防を
再チェックするとともに、火の取り
扱いには十分注意してください。

▶消防車両などによる火災予防
広報▶渭北スポーツ少年団消防ク
ラブ員による防火パトロール（12
月23日㈫）▶消防局・消防団によ
る特別夜間警戒（12月26日㈮～）

消 防 局 通 信 指 令 課（(656-
1190　 656-1202）

一般競争入札により
市有地を貸し付け

［物件］中徳島町二丁目５番１の駐
車場部分を２分割で募集
［貸付期間］令和８年４月１日～令
和９年３月31日
［入札］１月27日㈫10：00～

市役所８階801会議室
　現地説明会は、開催希望があっ
た場合、12月22日㈪10：00から
開催します。
　詳しくは、市HPをご確
認ください。

財産管理活用課（(621-5051　
623-1008）

凍結による水道設備の
破損にご注意を

　日陰や北向きの場所、風が強く
当たる場所などにある水道設備は
凍結により破損しやすいため、保
温材を取り付けるなどの対策をお

願いします。
　水道設備の防寒方法など、詳し
くはお問い合わせください。

上下水道局水道維持課（(623-
1188　 623-1349）

あわぎん眉山ロープウエイ
メンテナンスに伴う運休

　施設総点検と設備機器修繕のた
め、１月26日㈪～２月27日㈮まで
運転を中止します。

あ わ ぎ ん 眉 山 ロ ー プ ウ エ イ
（(652-3617）

建設業者などの
業者登録を受け付け

　市発注の工事関連業務などの競
争入札に参加を希望する業者の資
格審査申請を受け付けます。

▶測量・建設コンサルタントな
どの業者（県と共同受付）▶用地取
得に伴う業務を行う業者（司法書
士・土地家屋調査士など）
［有効期間］令和８年６月１日～令
和10年５月31日

▶１月９日㈮〜 27日
㈫に県提出書類は県窓
口へ、市提出書類は市役
所６階契約監理課へ※申請書類な
どは市HPからダウンロード可。

契約監理課（(621-5326
624-5563）

新町西地区第一種市街地再開発
事業に係る事業計画書の縦覧

［縦覧期間］１月７日㈬まで各日
８：30～17：00（土・日・祝日、
12月27日㈯～１月４日㈰を除
く）

市役所４階都市整備室、市HPか
らも可

［意見書の提出］１月21日㈬まで、
関係権利者（事業に関係のある

空き家の適正管理のお願い

　空き家を適正に管理する責任は、所有者またはその家を管理している人にあります。
　適正に管理されず老朽化した空き家が原因で事故などが起こり他人に損害を与えた場
合、所有者等が損害賠償などの管理責任を問われることになります。空き家を適正に管理す
るためには、日頃から定期的にその状態を点検し、補修などを行う必要があります。
　適正な管理として、以下のようなご対応をお願いいたします。
▶敷地外に草木が越境しないよう適宜剪定を行う。
▶不審者の侵入やごみの不法投棄がされることがないよう、施錠などを行う。
▶台風前後やハチの発生時期など、定期的に状況の確認をする。　　など
◆管理でお困りの方は　
　ご自身で空き家を定期的に管理することが困難な場合は、空き家などの
管理を代行するサービスを実施する機関がございますので、ご活用くださ
い。また、本市と連携している専門団体に相談することも可能です。
◆空き家の今後について早めのご決断を！
　将来、空き家となる可能性のある住宅をお持ちの方は、今後その住宅を
どうするのかについて、ご親族とご相談の上、早めに決めておくことをお勧めします。

◇　◇　◇　◇　◇
住宅課（(621-5288　 621-5273）

会計年度任用職員（飼育員）を募集

［業務内容］動物の飼育や展示　　
［任用期間］４月１日～令和９年３月31日　
［勤務時間］８：30～17：00［募集人数］若干名
［選考試験］▶一次＝小論文・書類選考▶二次＝２月８
日㈰10：15～とくしま動物園で面接・小論文・実技

［受験資格］専門学校などで動物に関する専門課程を修
了（令和８年３月までに修了見込みの人を含む）、また
は動物園で飼育展示に関して１年以上の実務経験があ
る人

［ 応 募 方 法 ］１ 月 ９ 日 ㈮（必着）ま で に 申
請 書（ 同 園HPか ら ダ ウ ン ロ ー ド 可 ）に 必
要事項を記入し、とくしま動物園STELLA 
PRESCHOOL ANIMAL KINGDOM（〒771-4267　
渋野町入道22- １）へ
　詳しくは同園HPをご確認ください。

とくしま動物園 STELLA PRESCHOOL ANIMAL 
KINGDOM（(636-3215　 636-3218）

▲「とくしま回帰」
住宅対策総合支援
センター HP

▲市HP
（協定締結団体）

↗


